
2026 年度むろしんグリーンカップ助成金 公募要項 

 

（趣旨） 

第１条 本助成金は、室蘭市およびその周辺地域（登別市、白老町）で行われる健康促進・

スポーツ振興等の実施を通じて、下記憲章に掲げている事項を目的としたイベン

トの実施に対し、助成金を交付するものです。 

 

＜グリーンカップ憲章＞ 

・スポーツを通じ、多くの仲間と共に健全な肉体と精神を培うこと 

・お互いを尊重し認め合うことにより誰にとっても居心地がよいコミュニィティを目指す

こと 

・スポーツを通じ健康維持を目指し、健康寿命を高めること 

・グリーンカップに集うものは、豊かで持続可能な地域社会の実現を目指すこと 

 

（応募対象者） 

第２条 室蘭市、登別市、白老町に事業拠点(競技団体や協会等)を設け、2026 年４月１日

時点で５年以上の活動実績を有する団体等を対象とし、主催する大会名の一部に

「むろしんグリーンカップ」を含め、また協賛として「一般財団法人むろしん緑

の基金」を記載が可能な方。 

２ 以下のいずれかに該当する方は対象となりません。 

（１） 訴訟や法令順守上の問題を抱えている者 

（２） 応募者または法人の役員が、次のいずれかに該当するとき 

① 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。

以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」とい

う。）が事業主であるとき。 

② 法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）が役員

となっているとき。 

③ 暴力団員が実質的に運営しているとき。 

④ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用していると

き。 

⑤ 契約の相手方が暴力団員であることを知りながら、その者と商取引に係る

契約を締結しているとき。 

⑥ 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与しているとき。 

⑦ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有しているとき。 

※反社会的勢力から出資等の資金提供を受ける場合も対象外とします。 

 



（助成対象事業） 

第３条 補助金の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、室蘭市内またはそ

の近隣地域（登別市、白老町）内で行うスポーツイベントであること。 

  ２ 以下の要件に合致するスポーツイベントが対象となります。 

 

  ３ 以下の項目に該当する事業は対象外になります。 

    （１） 助成金をもらった場合にのみ行う事業 

    （２） 公序良俗に問題のある事業 

（３） 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業 

（４） 広告を目的とした他企業名が入ったスポーツ事業 

 

（助成対象経費） 

第４条 助成の対象となるのは、助成対象期間内に発生及び支出する、応募事業の実施に

必要な下記の経費となります。 

なお、助成対象期間は交付決定日から 2026 年１２月２０日までとなります。交付

決定日前に行った事業については、助成対象になりません。 

２ 対象経費は下記になります。 

    ①謝礼金 ②需用費 ③役務費 ④委託料 ⑤使用料及び賃借料 ⑥備品購入費  

⑦その他助成事業に必要な経費 

    （なお、企画実施における景品の購入費用は、半額までの助成といたします。） 

 

（助成金額） 

第５条 各部門における助成金額は下記になります。ただし、事業計画の評価や審査によ

って減額となる場合がございます。 

 

    ①子ども育成部門      上限額 50 万円 

    ②シニア健康増進部門    上限額 15 万円 

 

①子ども育成部門 ②シニア健康増進部門

・参加者が室蘭市及び近隣地区の住民であること
・競技団体、協会、連盟が主催で開催する競技であること
・緑の豊かさを感じられる屋外で行われる競技であること
・参加対象者が小学生であること
・参加チーム　８チーム以上であること
・参加選手数　100名以上であること
・多人数で協力する競技であり、個人の記録や芸術点を競う
競技は対象外とすること（コミュニケーション能力を育む）
・性別に関係なくチームで参加できる競技であること

・参加者が室蘭市及び近隣地区の住民であること
・競技団体、協会、連盟が主催で開催する競技であること
・緑の豊かさを感じられる屋外で行われる競技であること
・参加人数は、50名以上であること
・参加者の平均年齢が60歳以上であること
・健康増進が目的である競技であること
・初心者でも気軽に参加できる競技であること
・激しい運動にならない競技であること
・性別に関係なく参加できる競技であること



 

（応募方法） 

第６条 応募先及び問い合わせ先 

一般財団法人 むろしん緑の基金 

〒050-0083 室蘭市東町２丁目２４番１３号 室蘭信用金庫内  

℡ 0143-44-3537  FAX 0143-41-5103  

２ 募集期間 

2026 年 4 月 14 日（火）～2026 年 4 月 30 日（木） 

（注１）郵送・持参の何れの場合も、4 月 30 日（木）１７時必着です（提出され

た申込書に不備がある場合、書き直していただくことがありますので、

余裕をもって提出してください）。  

（注２）持参の場合、受付時間は９時から１５時までです。（土日・祝日を除く）  

（注３）応募書類の作成、送付等に係る費用は応募者の自己負担となります。  

 

３ 提出書類 

    以下の書類を提出願います。 

    （１）むろしん緑の基金助成金交付申請書 

    （２）2026 年度むろしんグリーンカップ助成金 応募企画書 

    また、必要に応じて追加資料の提出及び説明を求めることがあります。なお、提

出書類の返却は致しません。 

 

（審査方法） 

第７条 審査は、一次審査（書面審査）及び、二次審査「当基金の理事会で審査」となっ

ています。 

 

２ 審査内容 

 以下のポイントについて、審査を行います。 

・事業の目的が明確かつ、地域社会で共感が得られるものであるか 

・事業の継続性、地域社会への貢献性があるか 

・イベントに市民が参加し、スポーツ意欲向上等スポーツ振興を期待できるか 

・実現可能な事業計画となっているか、スケジュールや資金計画に整合性がある

か  

・地域にとっての効果、必要性、話題性等があるか  

 

 

 



（結果通知） 

第８条 審査結果（採択または不採択）について、後日、申込者あてに通知します。 

（注１）審査の結果（不採択の理由等）に関するお問い合わせには、一切応じかね

ますので予めご承知おきください。 

   

（助成対象事業の変更承認申請） 

第９条 助成金の交付決定を受けた事業者（以下「交付決定事業者」という。）は、助成対

象事業の内容に変更、中止又は廃止の事由が生じたときは、事業開始の１０日前

までに、助成金変更（中止・廃止）承認申請書を提出しなければならない。ただ

し、事業開始の１０日前までに助成金変更（中止・廃止）承認申請書を提出でき

ないことについて、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 

２  前項本文の規定にかかわらず、助成対象経費の２０パーセントを超えない範囲の 

増減の場合は、前項に規定する申請書の提出を要しないものとする。 

 

（助成金の変更交付決定等） 

第１０条 前条の規定による承認申請書の提出があった場合において、これを審査した上で

承認したときは、助成金の交付額を変更し、助成金変更（中止・廃止）承認兼交

付決定通知書により交付決定事業者に通知するものとする。 

 

(助成事業実施報告) 

第１１条 事業が終了した際に助成金等の精算のため、事業完了報告書の提出が必要となり

ます。提出書類は以下のとおりとなっています。 

・むろしん緑の基金助成金事業実績報告書 

・助成対象事業実績書 

・証憑書類（領収書等）の写し  

特に「証憑書類（領収書等）の写し」は、むろしん緑の基金助成金事業実績報告書一

式と一緒に提出していただくため、大切に保管しておいてください。 

（注１）申込時に提出の助成対象経費内訳書に記載のない項目については、助成対象

となりませんので、ご注意願います。 

 

（実施事業の公表） 

第１２条 助成事業について、採択された場合は、代表者名、事業名、所在地、業種、事

業内容等を公表します。また、必要により成果等の発表をお願いしています。  


